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～感染しない、させないために大切なこと～

B型、C型肝炎ウイルス に感染し、慢性肝炎を

発症した場合、放置すると自覚症状がないまま

肝硬変、肝がんに進展することがあります。

肝炎ウイルスの感染を予防するために、

正しい知識を身につけ、適切に行動しましょう



Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルスは

血液や体液を介して感染します

〇皮膚に生じた傷や穴からウイルスを含む血液や体液が入る
（例）他人が使用したかみそりやピアッサー、入れ墨の針を、適切な消毒を行
わずに使う

〇性交渉の際、体液や微量の血液が粘膜から体内に入る
（主にB型肝炎）

〇ウイルス性肝炎にかかったお母さんが出産する際、血液が赤ちゃん
の体内に入る（主にB型肝炎）

肝臓は予備能力が高く、Ｂ型、Ｃ型肝炎ウイルスに感染し、慢
性肝炎や肝硬変になっても自覚症状がでないこともあることか

ら「沈黙の臓器」と呼ばれています。

B型肝炎ウイルスはエイズウイルス（HIV）と比べ、感染力が５０～１００倍
強く、身体の外でもしばらくは生存することができます。

しかし、正しい感染予防策を講じれば感染を防ぐことができます。

B型肝炎にかかったお母さ
んの出産の際には、予防
処置として、赤ちゃんにワ
クチンが接種されます（健
康保険適用）。



感染を防ぐためには

他人の血液や体液に接触する機会をできるだけ減らすことが基本です。

〇かみそり、歯ブラシ、ピアッサー等を他人と共有しない
〇傷は絆創膏やガーゼで覆い、血液等が直接触れないようにする
〇血液や分泌物がついたものは、素手で触らず手袋を使って処理する
○性交渉による感染予防のため、コンドームを正しく使用する

～排泄物や血液等の体液に注意してください～

※B型肝炎については、ワクチンで感染を予防することができます。（平成２８年
１０月から、０歳児に対するB型肝炎ワクチンの定期接種が実施されています）

～以下の行為では感染が起こらないと考えられています～

・清潔な（血液や体液がついていない）場所や物の共有も大丈夫です！
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お住まいの地域 保健所名 電話番号

北九州市

以下の各区役所 保健福祉課（TEL093）

門司（331-1881）、小倉北区（582-3440）、 小倉南区（951-4111）、

若松（761-5321）、 八幡東（671-0801）、八幡西（642-1441）、

戸畑（871-1501）

福岡市

以下の各区保健福祉センター 健康課（TEL092）

東区（645-1078）、博多区（419-1091）、 中央区（761-7340）、

南区（559-5116）、 城南区（831-4261）、早良区（851-6012）、

西区（895-7073）

久留米市 久留米市保健所 （久留米商工会館４階） 0942-30-9730

大牟田市 大牟田市保健センター 0944-41-2669

筑紫野市、春日市、 大野城市、

太宰府市、 那珂川市
筑紫保健福祉環境事務所 健康増進課 092-513-5583

古賀市、糟屋郡 粕屋保健福祉事務所 健康増進課 092-939-1534

糸島市 糸島保健福祉事務所 健康増進課 092-322-1439

中間市、宗像市、福津市、 遠賀郡 宗像・遠賀保健福祉環境事務所 健康増進課 0940-36-2366

直方市、飯塚市、宮若市、

嘉麻市、鞍手郡、嘉穂郡
嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 健康増進課 0948-21-4815

田川市、田川郡 田川保健福祉事務所 健康増進課 0947-42-9345

小郡市、うきは市、朝倉市、

朝倉郡、三井郡
北筑後保健福祉環境事務所 健康増進課 0946-22-3964

柳川市、八女市、筑後市、 大川市、

みやま市、三潴郡、 八女郡
南筑後保健福祉環境事務所 健康増進課 0944-72-2185

行橋市、豊前市、京都郡、 築上郡 京築保健福祉環境事務所 健康増進課 0930-23-2690

【福岡県】保健医療介護部がん感染症疾病対策課
医療費助成制度：難病等助成係 092-643-3267

肝炎ウイルス検査：疾病対策係 092-643-3576

一生に一度は肝炎ウイルス検査を受けましょう！
B型肝炎、C型肝炎はコントロールできる病気です！

これまで検査を受けたことがない方は、感染の有無を確認しましょう

ウイルス検査の実施機関

Https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kannennkensa.html

お問い合わせ先



※福岡県庁HP <https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kannennkensa.html>

福岡県と契約する医療機関または各保健福祉（環境）事務所に

おいて検査を受けることができます。（下記のページに掲載中）
受検場所

※一般的な肝機能検査では、肝炎ウイルスに

感染しているかはわかりません。

福 岡 県

実 施 中

北九州市、福岡市、久留米市に在住の方は、お住まいの地区を管轄する保

健所へお問い合わせください。

福岡県在住（北九州市・福岡市・久留米市の方は除く）の２０歳以上で、

過去に肝炎ウイルス検査を受けたことがない方
対 象 者

詳細につきましては下記にお問い合わせください。

一生に一度は
受けましょう！

肝臓がんの約９割は肝炎ウイルスが

原因です。

肝炎ウイルスを早期に発見し、

治療することができれば、肝臓がん

を予防することができます。

福岡県保健医療介護部 がん感染症疾病対策課

ＴＥＬ ０９２－６４３－３５７６

もしくは、最寄りの福岡県保健福祉（環境）事務所 まで

無料検査
肝炎ウイルス



                                               
HIVは、主に血液や精液、膣分泌液に多く含まれます。 

HIVの感染力は弱く、性行為以外の社会生活のなかでうつることはまずありません。 

 

 

                                                 
現在、HIVを体内から完全に排除する治療法はありませんが、エイズを発症する前に HIV感

染を知り、適切な治療を受ける（抗 HIV 薬を服薬）ことでエイズの発症を予防したり、遅らせ

たりすることができ、感染前と変わらない日常生活を送ることが可能です。 

 また、早期に治療を始めることで、他の人への感染を防ぐこともできます。    確 認してみましょう！  

万 が一の場合でも  
HIV は通常の接触で感染することはありませ

ん。万が一、針刺し事故が起きた場合の感染率は

0.3％（図）で、適切な曝露後予防内服により、事

故によるHIV感染リスクをほぼゼロにできます。 

HIV 感染者・エイズ患者も、皆さんと同じように歳をとり、医療や介護が必要

となります。HIV・エイズについて、正しく知ることから始めましょう。 

☞ご相談は、最寄りの福岡県保健福祉（環境）事務所 または  

福岡県庁がん感染症疾病対策課 感染症対策係（092-643-3268）へ。 

HIV・エイズとは 
HIVとは、ヒト免疫不全ウイルス（Human Immunodeficiency Virus）のことです。 

HIVは、免疫のしくみの中心であるヘルパーTリンパ球（CD4細胞）という白血球などに感染し、

からだを病気から守っている免疫力を低下させていきます。その後、自覚症状のない時期（無症候期）

が数年続き、本来なら自分の力で抑えることのできる病気を発症するようになります。免疫力が落ちる

ことで発症する疾患のうち、代表的な23の疾患を発症すると、エイズ（後天性免疫不全症候群、 

AIDS：Acquired Immuno-Deficiency Syndrome）を発症したと診断されます。 

✎ 

ＨＩＶ

Ｂ型肝炎

Ｃ型肝炎

30%

3%

0.3%

（低） 感染率 （高）

（出典）H23厚生労働科学研究費補助金エイズ対策事業報告 

＜図＞針刺し事故時の感染率の比較 

簡 単にはうつりません！  

感 染 イコール「死」 ではありません！ 



     
                              

 
そ もそもＨＩＶとエイズってどう違う？ 
・HIVとは、ヒト免疫不全ウイルス（Human Immunodeficiency Virus）のことです。 
HIVに感染すると、自覚症状のないまま数年が経過しますが、その間に免疫力が低下し、 

本来なら自分の力で抑えることのできる病気を発症するようになります。 

・免疫力が低下し、病気を発症すると、エイズ（後天性免疫不全症候群、Acquired 

Immuno Deficiency Syndrome）を発症したと診断されます。  
Ｈ ＩＶに感染したら助からないの？ 
・そんなことはありません。 
・医療の進歩により、HIVに感染しても、エイズの発症を予防したり、遅らせたりすること 

ができるようになり、感染前と変わらない生活が送れるようになっています。 

・まずは検査を受けて、感染の有無に早期に気付くことが大切です。 

従 業員に何をしてあげたらいい？ 
・従業員の皆さんが検査を受けられるよう、積極的にサポートしてあげてください。 

・もし HIVに感染している方がいたら、正しい知識を持って接し、その方が仕事と治療を 

両立できるよう、サポートをお願いします。  
検 査はいつ、どこで受けられる？ 
・県内の保健所で、無料・匿名で受けることができます（裏面参照）。 

・その他のお問い合わせや相談は、最寄りの保健所か福岡県感染症対策係（092-643-3268） 

 までお気軽にどうぞ！  
ＨＩＶ検査を受けられる保健所一覧は裏面へ！ ど んなことで感染するの？ 

・HIVの感染ルートは、①性行為による感染、②血液による感染、③母子感染 の３つに限ら 

れています。 

・HIVの感染力は弱く、性行為以外の社会生活の中で感染することはまずありません。  



相談電話

（エイズホットライン）

（エイズダイヤル） HIV 梅毒 ｸﾗﾐｼﾞｱ 淋菌

093-522-8727

093-522-8711

（検査予約電話）

093-582-3440 火 9:00～11:00 ○ ○ ○

093-642-1444 水 9:00～11:00 ○ ○ ○

092-651-8391 火 9:00～11:00 ○ ○ △

木 9:00～11:00 ○ ○ △

第2・4水 16:00～18:00 ○ ○ △

火 9:00～11:00 要予約 ★

第2日曜 14:00～15:00
先着
50名 ★

092-541-8391 火 9:00～11:00 ○ ○ △

092-822-8391 水 9:00～11:00 ○ ○ △

092-846-8391 水 9:00～11:00 ○ ○ △

092-891-0391 月 9:00～11:00 ○ ○ △

0944-41-2669 第1.・3月 13:00～14:30 ★ ※

0942-30-9340

（性感染症相談ﾀﾞｲﾔﾙ）
水 9:00～11:00 ○ ○ ○

092-582-2522 火 9:00～11:00 ★ ★ △ △

092-939-1746  火 9:00～11:00 要予約 ○ ○ △ △

092-322-5579  火 9:00～10:00 ○ ○ △ △

火 9:00～11:00 要予約 ○ ○ △ △

遠賀分庁舎 月 14:00～15:30 要予約 ○ ○ △ △

火 9:00～10:00 要予約 ○ ○ △ △

直方分庁舎 月 14:30～15:30 要予約 ○ ○ △ △

0947-42-9379 火 9:00～11:00 ★ ★ △ △

月 9:30～10:30 要予約 ★ ★ △ △

久留米分庁舎
［久留米総合庁舎］

火 9:00～10:00 ★ ★ △ △

火 10:00～11:00 ★ ★ △ △

八女分庁舎 月 14:00～15:00 要予約 ○ ○ △ △

第1月
※6・12月
は第1日曜

に変更

エイズ（HIV）・性感染症の検査は

無料・匿名 で受けることができます

　　　　　　　　　　　　　　　エイズは性感染症の一つで、誰でも感染する可能性があります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エイズも性感染症も早期発見が大事です。検査を受けに行きましょう！

保健所

定例検査
（年間を通じて検査しています）

曜日 時間 備考

西区保健福祉センター

検査項目

北
九
州
市

北九州市保健所

小倉北区役所

八幡西区役所

092-441-0023

中央区保健福祉センター
092-712-8391

（兼 予約電話）

城南区保健福祉センター

早良区保健福祉センター

17:00～19:00
要予約

先着25名 ★

0944-72-2812

京築保健福祉環境事務所 0930-23-3935 火 9:00～10:00

0940-36-6098

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所
0948-23-5911

田川保健福祉事務所
　　　　（別館で実施）

北筑後保健福祉環境事務所
0946-22-4190

大牟田市保健所

久留米市保健所

　福岡県内のエイズ・性感染症の検査実施保健所 一覧
（令和元年5月1日現在）

★ ★ △ △

福
岡
県
 

保
健
福
祉

（
環
境

）
事
務
所

筑紫保健福祉環境事務所

粕屋保健福祉事務所

糸島保健福祉事務所

宗像・遠賀保健福祉環境事務所

南筑後保健福祉環境事務所

南区保健福祉センター

福
 

岡
 

市

東区保健福祉センター

博多区保健福祉センター

福岡県

★ ： 血液検査（結果は約１時間後）、無料

※ ： 血液検査（結果は約1時間後）、有料

○ ： 血液検査（結果は１週間後。福岡市のみ２週間後）、無料

△ ： 尿検査（結果は１週間後。福岡市のみ２週間後）、無料

「検査項目」 マークの意味と補足

（一部有料あり。下の補足を確認ください）

検査について、不明な点や詳

しく知りたい場合は、各保健所

へお問い合わせください。



社会保険労務士 による、がん患者さん、その家族のための

が ん 就 労 相 談

社会保険労務士が就労相談・出前講座をします！
・治療と仕事の両立に関する悩みを、法や制度の観点から
相談に対応します。
・また、県内のがん相談支援センターに出向き、出張
相談をします。
・事業所に対して、「治療と仕事の両立のため」の出前
講座をします。

がんの治療と仕事の両立で困っていることはありませんか？

【相談】
日時：月曜日から金曜日までの１０時から１６時まで
対象：がん患者さん、その家族など相談を希望する方
ご予約・お問い合わせは

国立病院機構九州がんセンター
（がん相談支援センター 就労相談専用窓口）

０９２－５１１－２７７０
お気軽にご相談ください。

「がんと診断されたら仕事を辞めないと
いけないの？」

「治療と仕事の両立はできるだ
ろうか？」

「会社にいつ、どう伝えたらいいの
だろうか？」

福岡県保健医療介護部がん感染症疾病対策課

※当相談では、就職先の紹介はおこなっておりませんので、ご了承ください。

「治療で入院したら収入が減ってし
まった。家計を助ける制度はあるの？」

「がんでも障害年金はもらえる
の？」

「傷病手当金の申請の仕方は？」



守りたい。

だから、風しん予防。
福岡県で風しん患者の報告が続いています。
・風しんは、風しんウイルスによって引き起こされる急性の感染症です。

・感染しても無症状の人もいますが、発症する場合には２～３週間の潜伏期間の後、発熱、発疹、

リンパ節の腫れといった症状があらわれます。

風しんは、先天性風しん症候群の原因になります。
・妊娠初期の女性が感染すると、出生児が先天性風しん症候群（耳が聞こえにくい、目が見えにくい、

生まれつき心臓に病気があるなど）を発症する可能性があります。

・先天性風しん症候群の発生を防ぐためには、妊婦の周りの方が風しんにかからないことが重要です。

抗体があれば、恐れることはありません。
・風しんは、身体に十分な抗体（ウイルスを撃退するしくみ）があれば、感染を防ぐことができます。

・予防接種歴を母子健康手帳などで確認しましょう。

・福岡県では、風しんの抗体があるかどうかを調べる検査を無料で実施しています。

福岡県
風しん抗体検査の情報は

裏面をご覧ください。



風しん抗体検査

（無料）について

風しんに対する十分な免疫があるかどうかは、抗体検査で確認すること

ができます。県では、県内の契約医療機関において、風しん抗体検査を

無料で実施しています。

◆対象者

福岡県内に住民票があり、次のいずれかに該当する方。

ただし、過去に受けた抗体検査で、風しんの感染予防に十分な免疫を保

有していることが判明している方は除きます。

１．妊娠希望者（妊婦は除く）

２．妊娠希望者及び妊婦の

・配偶者（パートナーを含む）

・同居者（生活空間を同一にする頻度が高い家族など）

〔２については、妊娠希望者及び妊婦が、抗体検査で風しんの感染予防

に十分な免疫を保有していることが判明している場合は対象外※。〕
※北九州市にお住まいの方は、対象となります。

詳細は、 で検索してください。

※抗体検査の結果、風しんに対する免疫が十分でなかった方には、

予防接種を受けることをおすすめしています。

費用の補助を受けられる場合がありますので、

詳しくは、お住まいの市町村にお尋ねください。

福岡県 風しん抗体検査

問い合わせ：福岡県保健医療介護部がん感染症疾病対策課

電話番号：０９２－６４３－３５９７

ファクス：０９２－６４３－３３３１



TEL :092-643-3317（直通） FAX :092-643-3331 E-mail :shippei@pref.fukuoka.lg.jp

福岡県 保健医療介護部がん感染症疾病対策課

小児・ＡＹＡ世代（※）のがん患者が住み慣れた自宅で安心して生活を送ることが
できるよう、県内の一部市町村では、在宅介護サービスに係る利用料を助成していま
す。
福岡県は、「小児・ＡＹＡ世代がん患者在宅療養生活支援事業」に取り組む市町村
を支援します。

令和元年８月１日事業開始

令和２年５月作成

４０歳未満のがん患者
（介護保険における特定疾病としての「がん」の定義及び診断
基準に該当する方）
＊他の制度で同様のサービスを利用することができる場合、対象とはなりません。

サービス費用の１割（利用上限額：60,000円/月）
＊ひと月のサービス費用が６万円を超えた場合、その月の６万円を
超えた部分は全て自費となります。

① 訪問介護
身体介護（入浴、排せつ、食事の介助）
生活援助（掃除、洗濯、調理等の介助）
通院等乗降介助（通院等のための車両への乗車又は降車の介助）

② 福祉用具の貸与・購入
車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、歩行器、
移動用リフト、自動排泄処理装置、腰掛便座、入浴補助用具 など

対象者

対象となる
サービス

自己負担

◆事業内容は市町村によって異なる場合がありますので、事前に裏面の問い合わせ先までお尋ねください。

久留米市、柳川市、行橋市、筑紫野市、春日市、大野城市、古賀市

みやま市、糸島市、那珂川市、宇美町、太宰府市、粕屋町

最新の情報は県のホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/gan-zaitaku.html）でご確認ください。

実施市町村（令和２年５月２９日時点）

事業概要

（※）ＡＹＡ世代…「Adolescent and Young Adult 世代」の略。15～39歳の思春期・若年成人の世代を指します。



担当部署 電話番号 事業開始 助成方法
利用できる

サービス事業
所の指定

久留米市 保健所健康推進課 0942-30-9729 平成31年4月1日 現物給付 あり

柳川市 健康づくり課 0944-77-8536 令和2年1月1日 償還払い なし

行橋市 地域福祉課 0930-23-8888 令和2年4月1日 償還払い なし

筑紫野市 健康推進課 092-920-8611 令和2年3月4日
（適用：令和元年8月1日）

償還払い
※代理での業者払いも可

あり

春日市 健康スポーツ課 092-501-1134 令和2年2月18日
償還払い

※代理での業者払いも可
なし

大野城市 すこやか長寿課 092-501-2222 令和2年2月10日
（適用：令和元年8月1日）

償還払い あり

古賀市 福祉課 092-942-1150 令和2年4月1日 償還払い なし

みやま市 健康づくり課 0944-64-1515 令和2年4月1日 償還払い なし

糸島市 健康づくり課 092-332-2069 令和2年4月1日 償還払い なし

那珂川市 健康課 092-953-2211 令和2年3月23日
（適用：令和元年8月1日）

償還払い なし

宇美町 健康福祉課 092-934-2243 令和2年4月1日
償還払い

※代理人での業者支払いも可
なし

太宰府市 元気づくり課 092-928-2000 令和2年5月12日
（適用：令和元年8月1日）

償還払い なし

粕屋町 介護福祉課 092-938-0229 令和2年4月1日 償還払い なし

事業内容は、市町村によって異なる場合がありますので、詳しい内容は
患者さんがお住まいの市町村の担当部署に事前にご確認ください。

※ 実施市町村の情報は令和２年５月２９日時点のものです。最新の情報は県のホームページ

（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/gan-zaitaku.html）でご確認ください。

手続きの流れ
（償還払いの例）

１．利用申請 利用者は、申請書・医師意見書等を市町村の担当窓口に提出してください。

２．利用決定の通知 申請内容を審査し、市町村から決定通知を送付します。

３．サービスの利用 利用者は、介護サービス事業者と契約を行い、サービスを利用してください。

４．サービス利用料の支払い 利用者は、介護サービス事業所で請求された額の全額をいったん支払って

ください。

５．助成金の請求 利用者は、請求書・領収書等を市町村の担当窓口に提出してください。

６．審査、助成金の支払い 申請内容を審査し、市町村から助成金が支払われます。

◆申請の流れは市町村によって異なりますので、事前に上記の問い合わせ先までお尋ねください。
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〈福岡センターアクセス図〉

　難病相談支援センターは、地域で生

活する難病患者さんやご家族等のため

の相談窓口として、福岡県と福岡市が

共同で運営しています。また、北部県域

の難病の相談窓口として、北九州セン

ターも開設しています。

　ご相談は、各分野の相談員が電話・

メール・面談の方法でお受けしておりま

すので、お気軽にご連絡ください。

小児慢性特定

疾病児童等

自立支援員

[小慢]

難病診療連携

コーディネーター

小児から成人まで

切れ目のない支援を

福岡県難病相談支援センター

福岡市難病相談支援センター

〈北九州センターアクセス図〉

エレベーター

エレベーター

歩道橋

市立医療
センター前

市立
看護専門学校

北九州市立

医療センター

本館

別館

エレベーター

エレベーター

北九州市総合保健
   福祉センター

入口

入口駐車場入口

北
九
州
モ
ノ
レ
ー
ル

旦
過
駅

〒812-8582

福岡市東区馬出3-1-1 

九州大学病院　北棟2階

〒802-8560

北九州市小倉北区馬借1-7-1

北九州市総合保健福祉センター6階

難病相談支援員

福岡センター　北九州センター

https://www.fnanbyou-c.org/

 月曜日～金曜日 ９時～１６時
（祝日、年末年始（12/29～1/3）を除く）

相 談

時 間

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・

・・・・・

＜福岡センター＞

● 代表 　 ☎092-643-1390

● 難病・小慢の相談 　 ☎092-643-8292

● 療養生活などの相談 　 ☎092-643-1379

［FAX］092-643-1389

＜北九州センター＞

● 難病の相談 　 ☎093-522-6641



難病ネットワーク
小児慢性特定疾病
児童等自立支援難病相談支援

◆ 対象者：難病患者とそのご家族 ◆ 対象者：小児慢性特定疾病患児と
そのご家族

● 各種相談（療養・日常生活、

　公的手続き等）

● 患者会等の紹介、地域交

流会の支援

● 就労相談・支援

● 患者・家族向けの講演会、

保健・医療・福祉関係者

向け研修会の開催

● ピアサポーター養成講座

　の開催、ピア相談の実施

● 各種相談（療養・日常生活、

　公的手続き等）　　　　　

　　

● 患児家族交流会・講演会等

　の紹介

● 就園、就学、進学、就労相談・

　支援

● 関係機関（病院、学校等）

との連絡調整

● ピアサポーター養成

●地域の病院・在宅サービス

関係機関や保健所との

 連携

●診断後のご不安から療養

生活までをサポート

●難病医療従事者向け研修

会の開催

●レスパイト入院、コミュニ

ケーション等を中心とし

た療養生活に関する相談

対応

小児から成人まで切れ目のない支援

◆対象者：難病患者とそのご家族・

難病医療従事者



 

○ 平成 31年 4月 24日に、議員立法により「旧優生保護法一時金支給法（以下「法」

という）」が成立し、公布・施行されました。 

○ 法の前文では、旧優生保護法の下、多くの方々が、生殖を不能にする手術・放射線

の照射を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきたことに対して、我々

は、それぞれの立場において、真摯に反省し、心から深くおわびする旨が述べられて

います。 

○ 法に基づき、優生手術などを受けた方に一時金を支給いたします。 

１．一時金の対象となる方について 
以下の①または②に該当する方で、現在、生存されている方が対象となります。 

① 昭和 23年９月 11日から平成８年９月 25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方 

（母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます） 
 

② ①のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方 

（母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを   

受けた方を除きます）  

２．一時金の請求手続きについて 
・お住まいの都道府県の窓口に請求書を提出してください（郵送による提出も可能です）。    

・請求書や添付書類(診断書・領収書)の様式は、厚生労働省のホームページに掲載しているほ

か、都道府県のホームページや窓口などでも入手できます。 

・請求期限は、平成 31年 4月 24日（法律の施行日）から５年以内です。 

※ 請求書の記載事項や添付書類については裏面をご覧下さい。 

３．一時金の金額 
・一時金の額は、320万円（一律）です。 

・支給決定後、ご指定の金融機関の口座に独立行政法人福祉医療機構から振り込まれます。 

４．お問い合わせ先 
＜福岡県旧優生保護法一時金受付・相談窓口＞ 
電話番号  ０９２-６３２-５１７５ 

メールアドレス ichijikin@pref.fukuoka.lg.jp 

受付時間  ９：００～１７：１５（月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。） 

所在地   福岡県福岡市博多区東公園７番７号 

福岡県庁舎２Ｆ 保健医療介護部健康増進課 

         
＜厚生労働省 旧優生保護法一時金電話相談窓口＞ 
電話番号   03-3595-2575  FAX 03-3595-2753 メールアドレス ichijikin@mhlw.go.jp 

受付時間   ９：30～18：00(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。）   
旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ 



 
請求書の記載事項や添付書類について 
●請求書には、様式に沿って、優生手術などを受けた医療機関の名称及び所在地、手術などを受け

た年月日（時期）、手術などを受けるに至った経緯などを記載して下さい。 
●請求書を提出する際には、以下の資料を添付してください。 
・住民票の写しなど請求者の氏名、住所又は居所を証明する書類 

・優生手術などを受けたかどうかについての医師の診断の結果が記載された診断書 

・上記の診断書の作成に要する費用が記載された領収書など（一時金の支給が認められた場合、

診断書作成費用が支給されます） 

・一時金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類（通

帳やキャッシュカードの写しなど） 

・その他請求に係る事実を証明する資料（例：障害者手帳、戸籍謄本、関係者の陳述書、都道府

県や医療機関等から入手した優生手術等の実施に関する書類など）                        
 





 

 

 

出会い応援団体登録申込書  
令和  年    月  日 

福岡県出会い・結婚応援事務局   殿 
 

申込者 郵便番号 （    -    ） 

   所在地 

ふりがな 

団体名 

代表者職名 

代表者氏名                   印 

担当者氏名 

電話番号 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 

 

「出会い・結婚応援事業」の趣旨に賛同して、下記のとおり「出会い応援団体」への登録を     

申込みます。なお、登録の上は、「福岡県出会い・結婚応援事業実施要綱」を遵守します。  
記 

●団体の概要（※業種の記載及び該当する□をチェックしてください） 

 業種：              

結婚相談、お見合い、出会い及び結婚の斡旋等を 

□業としている  □業としていない 
 

□宗教法人（団体）又は政治団体である 

□宗教法人（団体）又は政治団体ではない 

 

●結婚応援に関する自主宣言の内容（※該当する□をチェックしてください） 

□ 独身者に対して、出会い・結婚応援事業の周知、情報提供を行います。 

□ 独身者に対して、メールマガジン「あかい糸めーる」の登録を呼びかけます。 

□ 地域の独身者を対象とした出会いイベントを年（  ）回開催します。  

□ 出会いイベントへの参加費を補助します。 

□ 職員に対する結婚祝い金制度を創設します。 

□ 職員に対する結婚休暇制度を創設します。 

□ 結婚後・出産後も働きやすい職場環境づくりに努めます。 

□ その他（                                  ） 

 

●出会い応援団体の活動内容（※該当する□をチェックしてください） 

 □ 「出会いイベント」等の周知・情報提供 

 □ 出会いの場となるパーティー、旅行、マナーアップ講座等のイベントの企画・実施 

 □ 企業・団体間での出会いイベントの実施（任意 独身者：男性  名 女性  名） 
※イベント企画・提案からコーディネート、チラシ作成、当日運営を県が全てサポート。 
 企業・団体様は、対象となる方への参加案内（チラシの掲示等）をお願いします。 

 
※ 団体情報（団体名、所在地、連絡先）、宣言（取組）内容については、事務局が運営する

ホームページに登録し、情報発信を行います。 

福岡県出会い・結婚応援事務局 宛（送信票不要） 

ＦＡＸ:０９２－７３３－８２０３  （令和 2 年度集団指導用） 



子育て応援宣言
企業・事業所募集

事業者
の皆さんへ

＜対象＞

福岡県内全ての
企業・事業所

「子育て応援宣言」登録企業になると…

・仕事と子育ての両立支援に積極的な姿勢を示すことで、
従業員の職場への信頼度が増して、仕事に対する
モチベーションが向上します

・県のホームページに企業の紹介ページを作成し、PRします
・登録マークを、求人広告や自社の広告や名刺、ホームページ
などに使用できます

・仕事と子育ての両立ができる職場環境づくりのために、業務
の進め方を見直すことで、業務効率の向上につながります

・県の入札参加資格審査において、地域貢献活動評価として
評価点が加算されます（※県内の市・町でも同様の制度を
実施しているところがあります）

企業のイメージアップ・人材募集に差がつきます！

従業員のモチベーションアップ

県の入札参加資格の加点があります！

業務効率の向上

「子育て応援宣言企業」登録制度とは？

福岡県は、従業員が出産・子育て期を通じ充分な子育てをしながら、引き続き

その能力を活かして働くことができる社会の実現を目指しています。

この制度は、企業・事業所のトップに、従業員の仕事と子育ての両立を支援す

るために具体的に取り組む内容を自ら宣言していただくものです。

県は、宣言企業に登録証と登録マークを交付するとともに、県民の皆さんに広

く紹介していきます。

右記の５つの
観点に即して
具体的な
取組を宣言

取組の柱
育児休業期間中に職場とのコミュニケーションがとれる仕組みをつくる

育児休業が取得しやすい環境をつくる

職場復帰に向けたサポートをしっかりと行う

子育て中は勤務時間を短縮するなど、従業員のニーズに配慮する

男性の育児参加を促進するための具体的な取組を実施する

❶
❷
❸
❹
❺

＊登録方法については裏面をご覧ください。

https://k-sengen.pref.fukuoka.lg.jp

福岡県
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Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

どのようなことを宣言すればよいのですか？

育児休業の取得対象者がいないのですが？

従業員が男性ばかり５人ですが対象になりますか？

福岡県には支店しかないのですが、対象になりますか？

法定義務を越える具体的な取組を２つ以上宣言してください。制度の整備に限らず、
両立しやすい職場の雰囲気づくりや相談窓口の設置といった子育て応援につながる
取組を、様々な角度から検討いただき、宣言してください。

育児休業以外でも、「子育てに配慮した勤務時間」や「ノー残業デー」の設定など、
子育て中の従業員に対して支援できることをご検討ください。また、将来、対象者
が見込まれる場合を想定した取組でも構いません。

「仕事と子育ての両立支援」は、性別に関係なく従業員にとって必要な取組です。
男性の育児休業取得や育児参加促進のほか、残業時間の縮減や定時退社といった子
育てに取り組みやすい職場づくりなども考えられます。

対象になります。福岡県内の支店で実施可能な取組を支店の代表者に宣言いただく
ことになります。

＜宣言内容の例＞

○社内報への掲載、管理職員研修

の実施により、育児休業制度の

周知、取得の促進に努めます。

○社内報の送付や定期的な情報交

換を行い休業中の不安をやわら

げるようコミュニケーションを

図ります。

○保育所送迎、通院等家族のため

の半日単位、時間単位の休暇を

認めます。

○配偶者が出産した場合の男性の

休暇取得を促進します。

○中学校就学前の子（孫）を持つ

社員に子（孫）の看護休暇を認

めます。 等

お問い合わせ

宣言書提出先

福岡県福祉労働部労働局 新雇用開発課 雇用均等・両立係
〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園７番７号
TEL: 092-643-3586 FAX: 092-643-3619 E-mail: info@k-sengen.pref.fukuoka.lg.jp

登録をご検討の方へ
希望されるものに○をつけてください。
１届出書の送付 ２電話による説明 ３．貴社訪問による説明

次の欄にご記入いただき、そのままFAXしてください。

FAX:０９２-６４３-３６１９ （福岡県新雇用開発課 雇用均等・両立係 宛）

貴社（部署）名

役職名 お名前

ご連絡先
住所 〒

TEL FAX

登録の流れ

インターネットで

郵送で

専用サイトからお申込みが可能です

https://k-sengen.pref.fukuoka.lg.jp

「子育て応援宣言届出書」(様式1-1号)、「育児休業等制度及
び制度活用状況書」(様式2-1号)に記入後、下記へお送りくだ
さい。届出書はこのチラシの下段に記入し、FAXで請求また
は上記ホームページからダウンロードしてください。

「新規登録申請をする」をクリック後、申請フォームに必要
事項を入力してご送信ください。

新規登録はこちらから 登録完了！
申請内容を確認後「子育て応援宣言企業」として登録
し、登録証及び登録マークを交付します。県は子育て
応援宣言ホームページで登録した企業・事業所を広く
紹介します。

＊ホームページから更新手続きが可能です。

登録有効期間／登録日から３年間

登録マークは自社ホーム
ページや広告、名刺などに
ご活用いただけます。

このマークが
登録の目印です





















(平成26年～30年(速報値)、法務省調査による。)

無職者 72.3％

有職者 27.7％

建設業

53％

その他
8％

サービス業
 14％

製造業
 11％

卸小売業
 5％

運送業

4％

農林漁業 2％
電気・ガス・

水道工事
3％

（平成29年、矯正統計年報による。）

(平成31年4月1日現在、法務省保護局資料による。）
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   犯罪をした者等の自立及び社会復帰に協力することを目的として、犯罪をし

た者等を雇用し、又は雇用しようとする事業主の方々です。

24.6 7.7
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